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若
年
層
が
持
つ
長
い
「
時
間
」
を

敵
に
回
す
か
、
味
方
に
つ
け
る
か

　

20
、
30
歳
代
と
い
っ
た
若
年
層
の
退

職
準
備
で
「
時
間
」
は
大
き
な
意
味
を

持
つ
。「
時
間
」
が
持
つ
ひ
と
つ
の
側

面
は
、
40
、
50
年
後
と
い
う
若
年
層
の

退
職
時
期
に
な
る
と
超
高
齢
社
会
は
相

当
な
レ
ベ
ル
に
達
し
、
支
え
る
人
が
少

な
い
中
で
支
え
ら
れ
る
側
に
立
つ
苦
し

み
だ
ろ
う
。
１
９
８
５
年
は
20
歳
か
ら

64
歳
の
現
役
５
・
９
人
で
65
歳
以
上
１

人
を
支
え
る
「
お
神
輿
」
社
会
だ
っ
た

が
、
２
０
１
５
年
は
２
・
１
人
で
１
人

を
支
え
る
「
駕
籠
（
か
ご
）」
社
会
と

な
り
、
現
在
の
若
者
が
支
え
ら
れ
る
時

代
に
な
る
２
０
６
０
年
に
は
高
齢
者
１

人
を
１
・
２
人
の
現
役
で
支
え
る
「
肩

車
」
社
会
が
到
来
す
る
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
収
入
の
減
少
と
支
出

の
増
加
が
想
起
さ
れ
る
。
年
金
、
社
会

保
障
と
も
に
世
代
間
扶
養
が
前
提
の
た

め
、
負
担
率
の
引
下
げ
（
自
己
負
担
率

の
引
上
げ
）
と
い
っ
た
退
職
後
の
収
入

の
減
少
＝
社
会
保
障
の
縮
小
が
見
込
ま

れ
て
い
る
。
一
方
で
、
支
出
の
増
加
は
、

医
療
費
や
そ
の
他
高
齢
者
向
け
の
サ
ー

ビ
ス
全
体
の
価
格
が
上
が
っ
て
い
く
こ

と
と
理
解
す
べ
き
だ
。
高
齢
化
率
（
65

歳
以
上
人
口
比
率
）
が
40
％
に
も
届
こ

う
か
と
い
う
時
代
に
は
、
高
齢
者
サ
ー

ビ
ス
の
需
要
者
で
あ
る
高
齢
者
が
急
増

し
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
で
あ
る

現
役
世
代
が
急
減
す
る
。
需
要
と
供
給

の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
い
え
ば
、
価
格
上
昇

圧
力
は
避
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
。

　

こ
う
し
た
面
か
ら
考
え
る
と「
時
間
」

は
簡
単
に
若
年
層
の
敵
に
回
る
。

公
的
年
金
を
考
慮
し
て
も

３
０
０
０
〜
４
０
０
０
万
円
不
足

　

自
助
努
力
に
よ
る
資
産
形
成
の
規
模

を
考
え
る
た
め
に
は
、
必
要
額
の
う
ち

ど
れ
く
ら
い
を
公
的
年
金
で
カ
バ
ー
で

き
る
か
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

公
的
年
金
で
多
く
を
カ
バ
ー
で
き
れ
ば
、

自
助
努
力
で
用
意
す
る
必
要
額
は
も
っ

と
少
な
く
て
済
む
か
ら
だ
。

　

厚
生
労
働
省
の
老
齢
年
金
受
給
者
実

態
調
査
に
よ
る
と
、
男
性
の
受
給
平
均

額
は
１
７
９
・
４
万
円
、
女
性
の
受
給

額
は
平
均
で
94
・
３
万
円
。
単
純
に
考

え
る
と
夫
婦
で
受
け
取
れ
る
老
齢
年
金

の
金
額
は
２
７
３
・
７
万
円
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
35
年
間
累
計
で
９
５
８
０

万
円
と
な
り
、
必
要
額
に
対
し
て
３
０

０
０
〜
４
０
０
０
万
円
程
度
不
足
す
る

こ
と
に
な
る
。

夫
婦
の
働
き
方
の
違
い
に
よ
っ
て

年
金
受
取
額
は
２
・
７
倍
の
差
が

　

こ
こ
で
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
２
つ
の
懸
念
が
あ
る
。
第
一
は
、

現
在
の
働
き
方
の
違
い
に
よ
っ
て
公
的

　
「
時
間
」
が
持
つ
も
う
ひ
と
つ
の
側

面
は
、
資
産
形
成
の
準
備
期
間
と
し
て

の
「
時
間
」
の
力
で
あ
る
。
長
い
準
備

期
間
中
に
複
利
効
果
を
持
つ
運
用
を
行

え
ば
、
２
倍
の
「
時
間
」
が
資
産
形
成

で
は
２
倍
以
上
の
力
に
な
り
よ
り
大
き

な
資
産
を
作
り
上
げ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
時
間
を
か
け
て
投
資
を
実
施

す
る
「
時
間
分
散
」
を
行
え
ば
、
そ
の

投
資
の
効
率
性
の
高
さ
に
も
理
解
が
及

ぼ
う
。「
時
間
」
は
努
力
さ
え
す
れ
ば

大
き
な
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
の
だ
。

　

問
題
は
、
時
間
が
持
つ
マ
イ
ナ
ス
の

側
面
は
何
も
し
な
く
て
も
襲
っ
て
く
る

が
、
プ
ラ
ス
の
側
面
は
努
力
し
な
い
と

も
た
ら
さ
れ
な
い
こ
と
だ
。
気
づ
い
て

実
行
し
た
者
だ
け
が
得
ら
れ
る
。
若
年

層
に
と
っ
て
無
為
に
過
ご
す
こ
と
が
大

き
な
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
は

改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

60
歳
〜
95
歳
ま
で
の
35
年
間
で

約
１
億
４
０
０
０
万
円
が
必
要

　

人
は
よ
り
良
い
生
活
を
求
め
て
一
生

懸
命
働
き
、
年
収
を
上
げ
る
こ
と
に
努

力
す
る
。
一
方
で
、
一
度
生
活
水
準
が

上
が
っ
て
し
ま
う
と
、
簡
単
に
は
そ
れ

を
放
棄
で
き
な
い
。
こ
れ
は
退
職
後
で

も
同
様
で
、
退
職
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

生
活
水
準
を
簡
単
に
引
き
下
げ
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
。

　

フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
退
職
・
投
資
教
育
研

究
所
が
２
０
１
３
年
４
月
に
実
施
し
た

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
１
万
人
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
で
は
、「
年
収
が
高
い
人
ほ
ど
年

金
以
外
に
必
要
と
考
え
る
退
職
後
の
資

金
総
額
が
高
い
」
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

で
は
、
実
際
に
退
職
後
に
ど
れ
だ
け

の
資
金
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
厚

生
労
働
省
が
発
表
し
て
い
る
「
老
齢
年

金
受
給
者
実
態
調
査　

平
成
23
年
（
図

表
１
）」
に
よ
る
と
５
歳
刻
み
の
年
齢

別
世
帯
支
出
額
は
月
額
20
万
円
台
後
半

で
推
移
し
て
い
る
。
60
歳
〜
95
歳
ま
で

の
35
年
間
を
対
象
に
累
計
す
る
と
、
１

億
１
７
８
４
万
円
と
算
出
さ
れ
る
。

　

一
方
、
フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
退
職
・
投
資

教
育
研
究
所
が
２
０
０
９
年
に
家
計
調

査
を
も
と
に
分
析
し
た
結
果
で
は
、
65

歳
以
上
の
生
活
費
の
総
額
は
50
代
後
半

の
生
活
費
の
68
％
で
あ
っ
た
。

　

例
え
ば
、
年
収
６
０
０
万
円
の
50
代

後
半
の
男
性
の
場
合
、
そ
の
68
％
と
し

て
年
間
４
０
８
万
円
。
60
歳
で
退
職
し
、

95
歳
ま
で
の
35
年
間
で
累
計
１
億
４
２

８
０
万
円
が
必
要
と
計
算
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
も
35
年
間
で
１
億
２
０
０
０

万
円
か
ら
１
億
４
０
０
０
万
円
程
度
の

生
活
費
総
額
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
。

ＮＩＳＡ、確定拠出年金を活用した
20、30歳代からの資産形成術

20
、
30
歳
代
が
抱
え
る
課
題
と

老
後
資
金
準
備
の
た
め
の
対
策

野
尻
哲
史

フ
ィ
デ
リ
テ
ィ
退
職
・

投
資
教
育
研
究
所　

所
長

特 集

投資家デビューを
プロデュースする！

図表１　夫の年齢階層別、世帯支出の平均額（夫婦世帯）

全体の平均
うち世帯として厚生年金・
共済を得ている世帯

60歳以上－65歳未満 29.9万円 29.9万円
65歳以上－70歳未満 29.5万円 29.6万円
70歳以上－75歳未満 28.3万円 28.3万円
75歳以上－80歳未満 26.6万円 27.1万円
80歳以上－85歳未満 27.5万円 28.0万円
85歳以上－90歳未満 28.8万円 29.1万円

90歳以上 25.8万円 26.6万円
平均 28.3万円 28.5万円

（出所）厚生労働省老齢年金受給者実態調査　平成23年
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